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横町町家交流館（八女）

洗玉橋（上陽）

第６章　市民参画と健全な行財政運営
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市民ニーズにあった行政サービスを
提供するまちをつくる4
○市の範囲が拡大し、本庁と支所の新しい行政システムとなった本市において、市民ニーズの多様
化に迅速に対応していくためには、行政窓口サービスの充実が重要であり、本庁・支所がそれぞ
れの業務のなかで、分かりやすい窓口の案内、事務手続きの簡素化など利用しやすいサービスの
提供に努めていく必要があります。
○市の公式ホームページは、行政に関する情報等を提供していますが、簡易な申請及び市民アンケー
トなどについて、インターネットを利用して行うことができる電子市役所1の実現など、情報通
信技術を活用した事務効率の向上が求められます。
○効果的な行政改革を実践していくためには、本市の行政を担う人材の育成、職員の能力開発が重要
な課題です。社会変化や課題に対して素早く対応できる能力や政策形成能力、また、個人情報保護
など市民のプライバシー保護に関する意識等のさらなる向上が職員一人ひとりに求められます。

現況と課題

１　行政サービスの充実
　　○市民満足度の高い行政サービスの提供に向けて、総合窓口の設置など行政サービス向上に向
　　けた検討を進めていきます。
　　○庁内ネットワーク環境整備等による電子市役所を推進します。
　　○多様な市民ニーズに対応した行政サービスを提供できるよう、職員の研修等を行い、資質向
　　上に努めます。

２　市民に開かれた行政の推進
　　○広報やめ、市公式ホームページ、市長へのはがき（メール）等による広報・広聴活動を充実
　　します。
　　○情報公開制度の適正な運用に努めるとともに、個人情報保護など市民のプライバシー保護を
　　徹底します。

施策の展開方針

主要施策項目

１　行政サービスの充実
２　市民に開かれた行政の推進

1電子市役所：「電子的な総合的窓口」を開設し、住民の利便性の向上、行政の簡素効率化・透明性の向上に資するため、インターネット等のＩＴを活用した
行政運営を図ろうとする取り組み。
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●電子市役所推進事業（電子市役所の構築、行政情報ネットワークシステム整備など）
●職員研修・職場環境整備事業（職員の能力・資質向上、人事評価制度の導入、職場環境の改善など）
●行政サービス向上事業（窓口業務改善、時差出勤制の導入など）
●情報共有化事業（広報やめ・市公式ホームページ・市長へのはがき等による広報・広聴体制の充実、
情報公開制度など）
●コミュニティ FM放送整備・緊急告知ＦＭラジオ整備事業【再掲】
●情報セキュリティ1事業（個人情報保護など）
●東京八女ふるさと会の開催

主要事業

目標指標

目標指標

窓口に行かなくても行える
電子申請・電子届出の
手続き数（手続）

市公式ホームページへの
年間アクセス件数（件）

職員の研修活動の
実施件数（件）

集合研修　　　　23件
福岡県市町村職員研修所研修 91件
その他研修　　　11件

集合研修　　　　28件
福岡県市町村職員研修所研修 110件
その他研修　　　14件

平成２２年

平成２１年度
３３０，６６６
平成２２年

平成２７年

平成２７年度
３５０，０００
平成２７年

１ １０

現状値 目標値

1セキュリティ：安全。また、保安。防犯。

第６章　市民参画と健全な行財政運営
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効率的で健全な行財政を
運営するまちをつくる5
○財政の硬直化が進む中、限られた財源を有効に活用し、時代の変化や市民ニーズに適切に対応し
ていくには、効率的かつ効果的な行財政の推進が必要です。
○市の事務事業に対する行政評価1、選択と集中による効果的な財源配分、適正な人員配置の実施
など、行政経営・地域経営2の視点にたった管理手法の導入が求められます。

現況と課題

１　効率的な行政運営
　　○小規模行政区の統合を進め、効率的な行政運営に努めます。
　　○市民サービスを低下させないよう適正な職員数の配置に努め、簡素で効率的な組織・機構の
　　見直しを行います。
　　○既存公共施設の有効活用を図ります。
　　○行政評価による事務事業の進捗管理を行います。
　　○電算システムによる行政事務の効率化を図ります。

２　健全な財政運営の推進
　　○事務事業の効率化、合理化を推進し、経常経費をより一層削減することにより、自主・自立
　　性が高い健全な財政構造を確立します。
　　○市民の租税に対する理解と納税に対する意識の高揚を図り、収納率の向上に努めます。

施策の展開方針

主要施策項目

１　効率的な行政運営
２　健全な財政運営の推進

1行政評価：行政活動を主に市民に対しどのように成果をあげたのかという視点から客観的に評価し、その評価結果を行政経営に反映させる仕組み。
2行政経営・地域経営：従来の行政運営を「管理」から「経営」に転換し、民間の優れた経営理念や経営手法を積極的に取り入れながら、住民満足度が向上するよう、
住民の視点に立ち、成果を重視した行政活動を展開すること。
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●行政事務効率化事業（事務事業の明確化・指標化、行政評価、情報公開、簡素化など）
●小規模行政区の統合
●行政組織改善事業（組織・機構見直し、効率的で簡素な事務事業の推進など）
●既存公共施設活用事業（旧町村役場スペースなどの有効活用）
●定員適正化計画策定
●公共施設の適正配置計画等の策定及び有効活用の推進
●電子計算組織管理運営事業
●財政健全化推進事業（財務４表作成、行政評価・見直し、自主財源確保、市税等収納率向上など）

主要事業

1実質公債費比率：一般財源の規模に対する公債費（借金）の割合。18％以上になると市は、地方債を発行するときに国の許可が必要になり、25％（早期健全
化基準）以上になると市単独事業のために地方債を発行することができなくなる。
2将来負担比率：市の将来的な負担額の総額が、市本体の1年間の収入と比べどれくらい多いかを示し、350％（早期健全化基準）を超えると財政再生計画の
策定等が必要となる。

目標指標

目標指標

実質公債費比率（％）1

将来負担比率（％）2

平成２１年
１２．５
平成２１年
７７．６

平成２７年
１１．５
平成２７年
７０．０

現状値 目標値

第６章　市民参画と健全な行財政運営
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6
○経済や雇用、教育などの生活機能が大都市に集中している状況は、地方の人口減少、とりわけ若
年層流出の大きな原因となっています。さらに、この状況は、少子高齢化の進展とあいまって、
生産年齢人口の減少による地域活力の低下を招いています。このような現状を改めて、いつまで
も安心して住み続けることのできる自立した生活圏をつくるためには、本市のみならず近隣の市
町を含めた、広域生活圏での連携・協力が必要です。具体的には、一定の生活圏域において就労
や教育、医療・福祉などの日常生活に不可欠な機能を確保したうえで、自立のための経済基盤の
強化などが必要です。折しも国においては、広域行政に関連する施策について、隣接する市町村
が互いの役割分担に基づき、連携協力して地域活性化に取り組む定住自立圏構想1を推進してい
ます。今後も、それぞれの地域の特性や魅力を生かし、生活圏域全体の一体的な機能強化を図る
ため、この構想を国・県とともに推進していくことが必要です。
○近年、市町村合併の進展などにより、広域行政圏を構成する市町数が著しく減少し、広域行政圏
を取り巻く状況は、従来から様相を大きく変えています。今後の行政分野における広域連携につ
いては、地方自治法に基づく協議会や一部事務組合、広域連合などの事務の共同処理の制度を活
用しながら取り組んでいくことが必要です。

現況と課題

１　定住自立圏構想の推進
　　○周辺市町との役割分担及び連携を展望しながら、圏域全体の均衡ある発展と一体化のため中
　　心市宣言、協定、共生ビジョンに基づき定住自立圏構想の具体的施策に取り組みます。

２　広域行政に関する調査・研究の推進
　　○道州制2の導入や基礎自治体の再編など今後の地方自治制度の改革に対応した広域的な行政
　　運営について、周辺市町と連携しながら調査・研究に取り組んでいきます。

施策の展開方針

主要施策項目

１　定住自立圏構想の推進
２　広域行政に関する調査・研究の推進

1 定住自立圏構想：国の進める政策。地方再生のため、都市と地方が支え合って生活に必要な機能を維持し、地方圏からの人口流出を防ぐ仕組みづくりをめざ
すもの。
2道州制：都府県よりも広域な単位で行政を行う制度の一つとして、現在様々な議論がなされている。

安心して暮らせる広域生活圏をつくる
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公立八女総合病院組合

花宗用水組合

福岡県市町村災害共済基金組合

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合

福岡県市町村職員退職手当組合

福岡県自治振興組合

福岡県南広域水道企業団

山の井用水組合

八女西部広域事務組合

八女・筑後広域市町村圏事務組合

八女地区消防組合

八女中部衛生施設事務組合

一部事務組合名

八女市が他の市町村と共同処理を行っている事務（一部事務組合）

共同処理している事務の内容

病院・老人保健施設の運営管理

農業用水の管理運営

災害共済、市町村の行政水準の向上を目的とする事業に関する事務

消防団員等の公務災害補償事務

市町村職員退職手当に関する事務

市町村職員研修、採用試験に関する事務

水道用水供給事務

農業用水の管理運営

可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ処理、火葬に関する事務

広域市町村圏計画の策定及び同計画に基づき行う事業に関する事務

自治体消防に関する事務

し尿処理事務

八女市定住自立圏構想における圏域ネットワーク全体イメージ

地域資源の活用

都市機能の強化

交流の促進

地域の暮らしが輝く
八女共生・交流ネットワーク
地域の暮らしが輝く
八女共生・交流ネットワーク

※平成22年度

●定住自立圏構想の推進
●広域行政に関する調査・研究の推進
●一部事務組合の安定運営
●一部事務組合見直し事業（既存の組合の統合・複合化の推進など）

主要事業

目標指標

目標指標

定住自立圏域の拡大
平成２２年
１市（５地域）

平成２７年
３市町

現状値 目標値

第６章　市民参画と健全な行財政運営





資 料 編

寄口橋と桜（上陽）

旧木下家住宅（八女）
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第４次八女市総合計画策定経緯1
平成21年６月24日

７月１日

７月17日

７月30日

９月１日

10月13日

10月28日

10月28日

11月６日

11月10日～12月４日

11月17日

11月20日

11月26日

11月27日

12月８日

12月９日～25日

12月９日～25日

平成22年１月12日

１月12日

２月16日～３月９日

３月１日

３月2日

３月３日

３月５日

３月８日

３月９日

３月10日

３月11日

４月７日

４月13日

４月15日

４月20日

４月27日

第４次八女市総合計画 策定方針決定

総合計画策定業務委託公募型プロポーザル（告示）

総合計画策定業務委託公募型プロポーザル参加表明業者への案内送付

総合計画策定業務委託公募型プロポーザル実施（プレゼン審査）

㈱シーズ総合政策研究所と業務委託契約

第１回策定委員会（策定方針、スケジュール、現計画評価、市民アンケート検討等）

第１回企画主任会議（市民アンケート設計、第３次総合計画評価等）

２町２村企画担当者会議（アンケート設計、２町２村首長ヒアリング等検討）

２町２村企画担当課長会議（策定方針、２町２村首長ヒアリング内容、アンケート内容検討等）

市民アンケート実施（対象：１市２町２村の18歳以上から4,000人抽出） 回収：1,809件

黒木町長ヒアリング

矢部村長ヒアリング

立花町長ヒアリング

星野村長ヒアリング

２町２村企画担当課長会議（地域団体ヒアリング、地域別ワークショップ検討等）

中高生アンケート実施（対象：１市２町２村区域内の市立・私立・県立中の３年生全員、

同区域内５高校の同区域内在住高校生全員） 回収：864件

市職員アンケート実施（対象：１市２町２村職員全員） 回収：608件

第２回策定委員会（アンケート結果、基礎データ、ワークショップ実施検討等）

２町２村企画担当課長会議（地域団体ヒアリング、地域別ワークショップ検討等）

まちづくりワークショップ参加者市民公募

地域団体ヒアリング（矢部）

地域団体ヒアリング（立花、星野）

地域団体ヒアリング（黒木）

市四役ヒアリング

地域別ワークショップ（星野）　参加者：11名

地域別ワークショップ（矢部）　参加者：10名

地域別ワークショップ（立花）　参加者：20名

地域別ワークショップ（黒木）　参加者：25名

第１回まちづくりワークショップ（分野別：都市づくり、産業・経済、医療・福祉、教育・文化）

参加者：37名

各部長ヒアリング

商工会議所ヒアリング

校区代表者懇談会（旧八女）

第２回まちづくりワークショップ（分野別）　参加者：35名

期　　日 内　　　　　　　　　　容
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4月27日

5月11日

6月8日

7月1日～26日

7月14日

7月16日

7月20日

7月20日

7月21日

7月26日

8月30日

9月14日

9月15日～10月12日

9月28日

10月7日

10月21日

11月2日

11月4日～9日

11月30日

12月22日

新教育長ヒアリング

第３回まちづくりワークショップ（分野別）　参加者：３５名

第３回策定委員会（アンケート結果、ワークショップ結果、基本構想骨子案検討等）

総合計画審議会委員市民公募

各課等ヒアリング

各課等ヒアリング

各課等ヒアリング

第４回策定委員会（基本構想素案検討等）

各課等ヒアリング

各課等ヒアリング

第５回策定委員会（基本構想及び前期基本計画素案検討等）

第６回策定委員会（基本構想、前期基本計画、資料編検討等）

パブリックコメント実施

第１回八女市総合計画審議会（会長、副会長選出、諮問、素案説明・審議）

第２回八女市総合計画審議会（分科会：都市基盤・生活環境、産業振興、健康・福祉、教育・文化）

第３回八女市総合計画審議会（基本構想及び前期基本計画素案審議）

第４回八女市総合計画審議会（基本構想及び前期基本計画素案審議、答申）

基本構想（案）、前期基本計画（案）点検・修正

基本構想（案）議案上程

基本構想議会議決



八女市総合計画103

諮問／答申2
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八女市総合計画審議会規則3
（昭和63年４月30日規則第９号）

八女市総合計画審議会規則（昭和56年規則第４号）の全部を改正する。
（趣旨）
第１条　この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例（昭和56年八女市条例第２号）第３条
の規定に基づき、八女市総合計画審議会（以下「審議会」という。）に関し、必要な事項を定め
るものとする。
（所掌事務）
第２条　審議会は、八女市総合計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を市長に答
申するものとする。
（組織）
第３条　審議会は、40人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げる者のうちから市長が委
嘱する。
　⑴　八女市議会議員　10人以内
　⑵　八女市内の公共的団体等の代表者　20人以内
　⑶　知識経験者　５人以内
　⑷　その他市長が必要と認める者　５人以内
（委員の任期）
第４条　委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
（会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長を置く。会長は委員の互選によってこれを定める。
２　副会長は、委員のうちから会長が指名する。
３　会長は、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
（会議）
第６条　審議会は、必要の都度会長が招集する。
２　会長は、会議の議長となり議事を司会する。
３　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
４　審議会の会議について、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見
　を聞くことができる。
５　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
（庶務）
第７条　審議会の庶務は、市長公室において処理する。
（補則）
第８条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、別に会長が定める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日より施行する。
　　　附　則（平成７年４月３日規則第20号）
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　附　則（平成12年３月30日規則第12号）
　この規則は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成18年９月29日規則第53号）
　この規則は、平成18年10月１日から施行する。
　　　附　則（平成22年１月29日規則第24号）
　この規則は、平成22年２月１日から施行する。
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4 八女市総合計画審議会委員名簿(五十音順)

井口美津子

宇佐原　茂

江﨑　正己

大坪栄一郎

角田　恵一

金ヶ江悦子

椛　　照明

川口　奉文

木下美保子

草場賢一郎

栗原　吉平

田島冨士雄

塚本ちゑ子

轟　　桂子

中島サナエ

西木マキ子

橋本　大吉

原口　重信

原口　俊文

樋口安癸次

樋口　和俊

樋口　眞澄

福原　信彬

益本　和知

松延　外喜

丸林　久恵

三角　真弓

元村　志保

山口　隆一

龍　　克子

平成２２年９月２８日現在

知識経験者

八女市小・中学校校長会

連合福岡南筑後地域協議会

八女商工会議所（青年部）

八女市議会議員

八女市体育協会

八女文化連盟

八女市議会議員

八女市人権・同和教育研究協議会

八女市議会議員

八女市議会議員

八女森林組合

福岡八女農業協同組合（女性部）

知識経験者

八女市老人クラブ連合会

知識経験者

八女市議会議員

福岡八女農業協同組合

八女市行政区長会

八女市身体障害者福祉協会

八女青年会議所

知識経験者

市長選出委員（公募）

八女市商工会

八女市議会議員

八女市ボランティア連絡協議会

八女市議会議員

八女市小・中学校父母教師会連合会

八女商工会議所

八女商工会議所（女性会）

副会長

会　長

役　　職氏　　名 所　　　　　　　　属
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八女市総合計画策定委員会設置要綱5
（昭和63年４月27日決裁）

（設置）
第１条　八女市総合計画策定について必要な事項を調整及び協議するため、八女市総合計画
策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。
（協議事項）
第２条　策定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
　⑴　八女市総合計画策定についての方針
　⑵　基本構想、基本計画に関する事項
（構成）
第３条　策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
２　委員長は総務部及び市民福祉部担当副市長、副委員長は新社会推進部及び建設経済部担
当副市長並びに教育長、委員は課（局・所）長（これに相当する職を含む。）をそれぞれ充
てるものとする。
（委員長等の職務）
第４条　委員長は、策定委員会の会務を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理
する。
（会議の開催）
第５条　策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
２　策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くこ
とができる。
（分科会）
第６条　策定委員会に分科会を置く。
２　分科会の名称、関係課等は次のとおりとする。
　⑴　総務分科会
　　ア　市長公室
　　イ　総務課
　　ウ　人事課
　　エ　行財政改革推進課
　　オ　生活安全課
　　カ　税務課
　　キ　納税課
　　ク　会計課
　　ケ　監査事務局
　　コ　議会事務局
　⑵　市民福祉分科会
　　ア　市民課
　　イ　福祉課
　　ウ　子育て支援課
　　エ　健康課
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　⑶　新社会推進分科会
　　ア　地域支援課
　　イ　社会環境課
　　ウ　男女共同参画・生涯学習課
　　エ　スポーツ振興課
　　オ　観光振興課
　　カ　人権・同和政策課
　⑷　建設経済分科会
　　ア　建設課
　　イ　都市計画課
　　ウ　農業振興課
　　エ　林業振興課
　　オ　商工振興課
　　カ　上下水道局
　　キ　農業委員会事務局
　⑸　教育分科会
　　ア　学校教育課
　　イ　文化課
　　ウ　人権・同和教育課
３　分科会に会長を置く。会長は、当該分科会における基本構想及び基本計画を取りまとめ
策定委員会委員長に報告するものとする。
４　会長は、総務分科会長に総務部長、市民福祉分科会長に市民福祉部長、新社会推進分科
会長に新社会推進部長、建設経済分科会長に建設経済部長、教育分科会長に教育部長をそ
れぞれ充てるものとする。
５　分科会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
６　会長は、必要に応じ当該分科会の委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
（企画主任）
第７条　分科会に企画主任を置く。企画主任は、所属長が推薦するものとする。
２　企画主任は、次の各号に掲げる事務を処理する。
　⑴　総合計画策定に必要な事務事業の計画、調査及び連絡調整に関すること。
　⑵　総合計画策定に必要な資料の収集及び報告に関すること。
　⑶　その他総合計画策定に必要なこと。
（庶務）
第８条　策定委員会の庶務は、市長公室において行う。
（委任）
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
―中略―
　　附　則（平成22年１月27日決裁）
　この要綱は、平成22年２月１日から施行する。
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役　　職 委員氏名 備　　考

八女市総合計画策定委員会委員等名簿6
委員長

副委員長

副委員長

総務分科会長

市民福祉分科会長

新社会推進分科会長

建設経済分科会長

教育分科会長

橋爪　隆幸

北嶋　藤孝

西島　民生

税田　裕和

山﨑　　潔

服部　正男

牛島　重信

飯田せつ子

副市長

副市長

教育長

総務部長

市民福祉部長

新社会推進部長

建設経済部長

教育部長

市長公室

総務課

人事課

行財政改革推進課

生活安全課

税務課

納税課

会計課

市民課

福祉課

子育て支援課

健康課

地域支援課

社会環境課

男女共同参画・生涯学習課

スポーツ振興課

観光振興課

人権・同和政策課

建設課

都市計画課

農業振興課

林業振興課

商工振興課

上下水道局

議会事務局

監査事務局

農業委員会事務局

学校教育課

文化課

人権・同和教育課

黒木総合支所

立花支所

上陽支所

矢部支所

星野支所

古賀　秀木

末広　　隆

大津山　篤

中園　昌秀

川島　幹夫

荒尾　好守

野田　博信

小川　　完

井上　勝彦

平井　　凡

浦部　和子

鬼丸　一秀

大石　法光

馬場　真一

馬場　信行

江崎　邦博

伊藤　芳浩

野中　幸作

諸冨　禎二

北島　　力

牧口健次郎

鎌田　久義

丸林　成良

高山　敏郎

近藤　義夫

久木原章次

倉員　公雄

井上　俊裕

井上　富雄

井上　　明

浅田　秀敏

高山　隆夫

井上　俊一

栗原　浩暢

小波慶一郎

石井　稔郎

牛島　新五

藤田　良徳

立石　敬弘

井上　秀樹

松下　博男

坂井　明子

金納　恵理

今村　高一

山口　幸彦

永松　二美

原　順三郎

池田　孝治

井上　武明

岡　　秀美

川口　秀大

井上　啓時

古賀　和子

末次　隆治

松尾　正久

原田　英雄

平島　隆夫

川口　泰裕

榊　　慎一

伊藤　正二

矢賀部智子

樋口　洋光

持丸　末喜

中川寿賀子

久保　鈴子

似吹　勝則

橋本　秀樹

荒川　重敏

馬場　　解

樋口　誠二

所　　属 委員氏名 企画主任氏名

平成22年5月現在
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副委員長 委員氏名 企画主任氏名
中島清志 今村　　求

古賀　直幸

小井手恒則

梅野　　満

西木　清行

牛島　義光

平井　嘉則

坂田　郁美

田中　英治

古賀　安博

橋爪　孝男

北島　　力

塩塚　光徳

中園　昌子

城後　徳博

室園　哲也

江崎　邦博

（前任）

古賀　秀木

平　　武文

中島　知子

石井　稔郎

甲斐田英樹

小柳　幸博

松本　純子

事務局（市長公室）

事務局（前任：総合政策課）

小井手恒則

松尾　昌明

荒川　真美 持丸　　弘

総合計画策定支援
株式会社シーズ総合政策研究所
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問１　現在のお住まいの地域について、どのように感じていますか。

住民アンケート調査結果7

問２　住みやすい理由は何ですか。
　　　（問１「住みやすい」「どちらかというと住みやすい」回答者のみ）

■ 住みやすい
■ どちらかというと住みにくい

29.5％ 42.9％ 10.2％ 11.2％

■ どちらかというと住みやすい
■ 住みにくい

■ どちらでもない
■ 無回答

3.2％

3.0％

■　調査概要
　　[調査実施時期]
　　平成21年11月10日～ 12月4日
 　　[調査対象]
　　合併（平成22年２月１日）前の八女市・黒木町・立花町・矢部村・星野村在住の18歳以上の
　男女から人口比配分により4,000名を無作為抽出
 　　[回収サンプル数]
　　1,809件（回収率45.2%）

■　調査結果

自然が豊かだから

公害が少ないから

交通事故、犯罪等が少なく安心して生活できるから

交通の便がよいから

保健医療、健康福祉施設がよく整備されているから

衛生面（下水施設、ごみ処理）が整っているから

公園・スポーツ・レジャー施設がよく整備されているから

文化施設がよく整備されているから

子どもの教育環境がよく整備されているから

若い人からお年寄りまで働く環境が整っているから

買い物するのに便利だから

わからない

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

78.4％

58.7％

50.0％

16.4％

14.0％

14.5％

5.3％

3.4％

8.2％

3.4％

25.4％

1.8％

78.4％

58.7％

50.0％

16.4％

14.0％

14.5％

5.3％

3.4％

8.2％

3.4％

25.4％

1.8％
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問３　住みにくい理由は何ですか。
　　　（問１「住みにくい」「どちらかというと住みにくい」回答者のみ）

自然や緑が少ないから

騒音等の公害に悩まされているから

交通事故、犯罪等があり安心して生活できないから

交通の便が悪いから

保健医療、健康福祉施設があまり整備されていないから

衛生面（下水施設、ごみ処理）が整っていないから

公園・スポーツ・レジャー施設があまり整備されていないから

文化施設があまり整備されていないから

子どもの教育環境があまり整備されていないから

若い人からお年寄りまで働く環境があまり整っていないから

買い物するのに不便だから

わからない

その他

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

2.3％

5.0％

2.7％

72.8％

28.4％

19.9％

29.1％

20.3％

24.5％

52.5％

59.0％

0.8％

15.7％

2.3％

5.0％

2.7％

72.8％

28.4％

19.9％

29.1％

20.3％

24.5％

52.5％

59.0％

0.8％

15.7％

問４　新しい八女市の将来像として、どのようなまちに発展したらよいと思いますか。

安全で豊かな食をつくる農業が育つまち

時代にあった商工業が充実し、新たな雇用が生まれるまち

幅広い観光の交流による賑わいのあるまち

地域の貴重な資源である伝統的なまちなみや伝統工芸を育て活かすまち

生涯学習が盛んで住民が自由に学習し、自己実現のできる学びのまち

医療保健環境が充実し、誰もが健康で元気に暮らせるまち

子どもたちを育てる環境のよいまち

福祉を重視し、高齢者・障害者等が社会参加できるまち

豊かな自然を守り・育て、環境問題に積極的に取り組むまち

地域の住民が助け合うコミュニティ活動が盛んなまち

交通・住宅等の住民の暮らしの便利さが充実したまち

自然災害や交通事故犯罪の少ない安全な防災・防犯のまち

その他

0.0％ 20.0％

14.5％

16.5％

1.7％

2.4％

1.2％

16.0％

7.0％

3.5％

4.0％

2.0％

3.7％

4.3％

0.4％

14.5％

16.5％

1.7％

2.4％

1.2％

16.0％

7.0％

3.5％

4.0％

2.0％

3.7％

4.3％

0.4％
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問５　下記にあげた各項目について、現状の暮らしの中でどのくらい満足しているか、これからの
　　　まちづくりにとってどのくらい重要か、あなたの考えをお聞かせください。

〈 満足度・重要度の加重平均値一覧 〉
※加重平均＝アンケート調査での満足度の5段階評価を以下の式による平均値として示したもの
（〈満足×２点〉＋〈やや満足×１点〉＋〈わからない×０点〉－〈やや不満×１点〉－〈不満×２点〉）÷（全体件数－無回答）〉

1. 住民参画によるまちづくりの推進

2. 広報・広聴活動の充実

3. 情報公開・開かれた行政の推進

4. 中心市街地の整備

5. 伝統的なまちなみの保存と活用

6. 商店街の活性化支援

7. 広域道路網の整備

8. 中心市街地等への幹線道路の整備

9. 生活道路の整備

10. 水資源の確保

11. 河川管理の徹底

12. 公営住宅等の整備

13. 上水道の安定供給

14. 自然環境の保全と活用

15. 環境保全意識の高揚及び活動

16. 公害の未然防止

17. ごみの分別・減量化・リサイクルの推進

18. ごみ処理体制の整備

19. 下水施設の整備

20. 公園・緑地・広場等の整備

21. 防犯対策の推進

22. 消防・防災体制の充実

23. 交通安全対策の推進

24. 公共交通機関（JR・バス等）の充実

25. 情報通信環境（インターネット等）の充実

26. 農商工連携による新たな産業開発

27.U・I ターン人材の交流と誘致

28. 農地・森林等の基盤整備

29. 地産地消の推進

30. 農林業の担い手の育成

重要度満足度 重要度満足度

0.09

0.43

-0.03

-0.43

0.31

-0.57

-0.22

-0.09

-0.15

0.43

-0.03

0.04

0.29

0.13

0.00

0.01

0.64

0.50

-0.10

0.00

0.05

0.46

0.24

-0.63

-0.11

-0.31

-0.31

-0.20

-0.07

-0.44

0.79

0.81

0.98

0.70

0.59

0.75

0.78

0.67

0.99

0.97

0.77

0.29

0.81

0.92

0.72

1.02

1.19

1.07

0.86

0.64

1.08

1.09

0.98

0.90

0.56

0.80

0.68

0.69

0.79

0.92

31. 農業の合理化・多様な販売体制づくり

32. 伝統産業の近代化

33. 企業誘致の推進

34. 商店街の魅力づくり

35. 中小企業の経営基盤強化のための支援

36. 地域と周辺観光施設との連携の推進

37. 新たな観光資源づくり

38. 観光客誘致のための宣伝活動

39. 地域医療体制の確立

40. 健康審査・検診・相談等の充実

41. ボランティアによる福祉活動の充実

42. 高齢者在宅福祉施策の推進

43. しょうがい者（児）福祉の充実

44. 高齢者の生きがい対策の推進

45. 子育て支援事業の推進

46. 男女共同参画社会の推進

47. 人権啓発活動の推進

48. 生涯学習機会の充実

49. 学校教育内容の充実

50. 学校施設環境の充実

51.学校・家庭・地域連携による社会教育環境の充実

52. スポーツ活動の機会の充実

53. スポーツ施設の整備

54. 芸術文化鑑賞の機会の充実

55. 文化財の保護と活用

56. 国際交流。国際化に対応した人材育成

57. 行政サービスの向上

58. 健全な財政運営の推進

59. 行政事務の効率化

-0.24

-0.04

-0.49

-0.64

-0.34

-0.22

-0.22

-0.24

-0.06

0.27

0.02

-0.10

-0.08

-0.06

-0.10

-0.03

0.04

0.10

0.00

0.05

0.02

0.07

-0.06

-0.14

0.06

-0.13

-0.14

-0.21

-0.23

0.80

0.33

0.77

0.79

0.72

0.62

0.50

0.61

1.31

1.15

0.66

0.93

0.85

0.87

0.99

0.51

0.33

0.51

0.97

0.87

0.88

0.50

0.54

0.40

0.50

0.40

0.99

1.12

1.02
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問６　地域をとりまく環境の変化をふまえ、下記にあげた各項目について、住民（企業等を含む）
　　　と行政の役割を考えた場合、どのように取り組むべきか、それぞれあてはまるもの１つだけ
　　　に○をつけてください。

問７　あなたは、新しい八女市は特にどのような分野に力を入れるべきだと思いますか。

交通体系
都市開発
自然景観
住環境
情報通信
国際化
環境保全

エネルギー対策
防災・防犯
交通安全
保健・医療
社会福祉
高齢者対策
少子化対策
住民活動
学校教育
生涯教育
青少年育成
文化振興
住民体育
女性施策
人権擁護
農林業
工業
商業
観光

定住促進
雇用対策
住民参加
行政機能

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

27.1％

19.6％
16.3％

9.6％

7.7％
1.5％

14.3％
3.0％

19.1％
7.2％

37.6％
20.0％

42.6％
26.4％

3.8％
25.7％

4.4％
9.8％

4.9％
1.6％
1.5％
2.2％

32.6％
5.5％

9.7％
10.4％

14.9％
43.8％

4.3％
10.7％

19.6％
16.3％

9.6％

7.7％
1.5％

14.3％
3.0％

19.1％
7.2％

37.6％
20.0％

42.6％
26.4％

3.8％
25.7％

4.4％
9.8％

4.9％
1.6％
1.5％
2.2％

32.6％
5.5％

9.7％
10.4％

14.9％
43.8％

4.3％
10.7％

1．イベントなど地域内の住民交流の充実
2．国際交流や国際理解の推進
3．暮らしの中でのITの活用促進
4．まちなみや公共施設の環境美化活動の推進
5．ごみの減量化・リサイクル活動の推進
6．自然環境の保全に向けた取り組みの充実
7．各地域の防災・防犯活動の充実
8．健康づくりに関する地域活動の充実
9．高齢者の社会参加・生きがいづくりの推進
10．地域の子育て支援・児童虐待防止対策の充実
11．しょうがい者の自立と社会参加の推進
12．消費者保護対策の充実
13．人権意識の啓発と学習活動の充実
14．男女共同参画意識の普及
15．地域と連携した学校教育の充実
16．住民の学習機会の充実
17．青少年の健全育成・非行防止活動の充実
18．芸術文化活動の充実
19．地域のスポーツ活動の充実
20．地産地消による農林水産業の育成
21．賑わいのある商店街づくり
22．地域の観光人口拡大に向けた取り組み
23．地域の雇用の拡大、U・I・Jターンの受け皿

10.0%
2.1%
6.1%
4.5%
9.6%
3.6%
6.8%
6.4%
4.8%
3.8%
1.3%
1.1%
2.6%
2.4%
1.7%
4.4%
4.3%
4.9%
10.1%
4.3%
8.2%
2.7%
1.6%

27.2%
4.4%
8.1%
14.8%
18.1%
14.9%
16.7%
19.2%
14.8%
11.2%
5.5%
4.3%
5.4%
6.5%
8.2%
19.2%
16.3%
14.4%
25.6%
14.6%
21.5%
10.3%
4.3%

43.3%
29.9%
28.8%
48.3%
47.5%
46.5%
49.3%
41.4%
43.6%
50.5%
41.5%
32.4%
37.8%
39.2%
54.3%
40.5%
54.8%
34.1%
36.6%
43.2%
42.2%
43.6%
31.5%

住民が主体
的に取組む
べき

住民が中心
となり、行政
が支援

住民と行政
が連携して
取組むべき

5.1%
39.1%
26.4%
19.7%
15.4%
21.6%
16.3%
19.6%
23.2%
23.2%
35.3%
39.7%
28.9%
24.1%
20.2%
17.6%
11.1%
22.8%
9.0%
20.8%
11.5%
25.0%
45.1%

7.4%
15.8%
19.7%
4.4%
2.2%
4.9%
2.9%
5.6%
6.0%
4.1%
8.3%
12.1%
15.5%
17.8%
6.4%
9.3%
4.8%
14.4%
9.3%
8.0%
7.7%
9.3%
8.8%

7.1%
8.7%
10.9%
8.3%
7.2%
8.4%
8.1%
7.7%
7.6%
7.2%
8.1%
10.4%
9.8%
9.9%
9.3%
9.1%
8.8%
9.5%
9.4%
9.1%
9.0%
9.0%
8.7%

行政が中心
となって取組
むべき

いずれとも
いえない 無回答

住民アンケート調査結果
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問 8　新しい八女市の将来人口について、望ましいと思うものを選んで番号に○をつけてください。

問 9　あなたはこれまでに地域活動にどの程度参加していますか。

問 10　今後のボランティアや NPO 等の活動への参加について、あてはまるものに○をつけてくだ
　　　 さい。（問９の「③ボランティアやＮＰＯ等の社会貢献活動」について「1. 積極的に参加し
　　　 ている」「2. たまに参加している」「3. 参加したことはないが関心はある」とした回答者）

22.7％ 53.5％

4.5％

14.7％

0.8％

3.8％

■ 現状を維持
■ 人口推移の減少を続けてもしかたない
■ その他

■ 人口増加を望む
■ わからない
■ 無回答

30.7％ 15.0％ 43.3％ 31.5％ 6.3％ 35.2％

3.7％ 3.7％

■ 高齢者や障害者支援関係
■ 文化・スポーツ・イベント関係
■ 教育関係
■ まちづくり関係

■ 子育て支援関係
■ 環境関係
■ 情報（ＩＴ）関係
■ その他

①祭り、運動会等の地域で行われる行事
②婦人会、老人クラブ、子ども会等の活動
③ボランティアやＮＰＯ等の社会貢献活動
④公園の清掃等の活動

34.9%
26.0%
7.4%
14.8%

40.8%
31.7%
20.7%
31.8%

積極的に参
加している

10.8%
22.9%
34.9%
27.6%

参加したこと
がない

8.3%
9.4%
11.7%
10.0%

無回答たまに参加し
ている

5.2%
10.0%
25.4%
15.8%

参加したこと
はないが、関
心はある

住民アンケート調査結果
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32.5％ 24.8％ 10.6％

4.2％

2.3％

■ 住みやすい
■ どちらでもない
■ 住みにくい

■ どちらかというと住みやすい
■ どちらかというと住みにくい
■ 無回答

25.6％

問１　あなたは、八女市にお住まいになって、どのように感じていますか。

中高生アンケート調査結果8

問２　住みやすい理由は何ですか。
　　　（問１「住みやすい」「どちらかというと住みやすい」回答者のみ）

■　調査概要
　　[調査実施時期]
　　平成21年12月
 　　[調査対象]
　　合併（平成22年２月１日）前の八女市・黒木町・立花町・矢部村・星野村在住の中学・高校生
 　　[回収サンプル数]
　　864件（内訳：中学生42.2％、高校生57.3％、無回答0.5％）

■　調査結果

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

36.3％

68.5％

26.7％

7.8％

6.4％

8.2％

8.8％

8.4％

8.2％

8.4％

19.1％

13.1％

5.4％

36.3％

68.5％

26.7％

7.8％

6.4％

8.2％

8.8％

8.4％

8.2％

8.4％

19.1％

13.1％

5.4％

自然が豊かだから

公害が少ないから

交通事故、犯罪等が少なく安心して生活できるから

交通の便がよいから

保健医療、健康福祉施設がよく整備されているから

衛生面（下水施設、ごみ処理）が整っているから

公園・スポーツ・レジャー施設がよく整備されているから

文化施設がよく整備されているから

子どもの教育環境がよく整備されているから

若い人からお年寄りまで働く環境が整っているから

買い物するのに便利だから

わからない

その他
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問３　住みにくい理由は何ですか。（問１「住みにくい」「どちらかというと住みにくい」回答者のみ）

問４　新しい八女市の将来像として、どのようなまちに発展したらよいと思いますか。

安全で豊かな食をつくる農業が育つまち

時代にあった商工業が充実し、新たな雇用が生まれるまち

幅広い観光の交流による賑わいのあるまち

地域の貴重な資源である伝統的なまちなみや伝統工芸を育て活かすまち

生涯学習が盛んで住民が自由に学習し、自己実現のできる学びのまち

医療・保健環境が充実し、誰もが健康で元気に暮らせるまち

子どもたちを育てる環境のよいまち

福祉を重視し、高齢者・障害者等が社会参加できるまち

豊かな自然を守り・育て、環境問題に積極的に取り組むまち

地域の住民が助け合うコミュニティ活動が盛んなまち

交通・住宅等の住民の暮らしの便利さが充実したまち

自然災害や交通事故犯罪の少ない安全な防災・防犯のまち

その他

0.0％ 15.0％

0.7％

9.4％

8.3％

3.7％

10.5％

3.0％

4.6％

5.7％

1.4％

5.2％

4.4％

6.5％

9.6％

自然や緑が少ないから

騒音等の公害に悩まされているから

交通事故、犯罪等があり安心して生活できないから

交通の便が悪いから

保健医療、健康福祉施設があまり整備されていないから

衛生面（下水施設、ごみ処理）が整っていないから

公園・スポーツ・レジャー施設があまり整備されていないから

文化施設があまり整備されていないから

子どもの教育環境があまり整備されていないから

若い人からお年寄りまで働く環境があまり整っていないから

買い物するのに不便だから

わからない

その他

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

9.4％

8.6％

64.1％

9.4％

10.2％

50.8％

15.6％

12.5％

23.4％

69.5％

3.1％

8.6％

5.5％

9.4％

8.6％

64.1％

9.4％

10.2％

50.8％

15.6％

12.5％

23.4％

69.5％

3.1％

8.6％

5.5％



八女市総合計画 118

問５　下記にあげた各項目について、現状の暮らしの中でどのくらい満足しているか、これからの
　　　まちづくりにとってどのくらい重要か、あなたの考えをお聞かせください。

問６　福祉活動や環境活動など、ボランティア活動をできるような機会があったら、あなたは参加
　　　したいと思いますか。

問７　問６で「3. 参加する気はない」と答えた方に、その理由は何ですか。

〈 満足度・重要度の加重平均値一覧 〉　※数値の求め方は P.113 参照

9.4％ 36.1％ 19.1％ 30.7％

4.7％

■ 是非参加したい
■ わからない

■ できれば参加したい
■ 無回答

■ 参加する気はない

0.0％

21.8％21.8％

49.7％

10.9％

30.3％

2.4％

5.5％

13.3％

33.3％

1.8％

25.0％ 50.0％

知っている人がいない

面倒である

自分には関係ない

忙しいため参加できない

身体的な理由で参加できない

市町村がやるべき仕事だと思う

住んでいる地域に愛着がない

やりたい人だけやってもらえばよい

その他

1. 中心市街地の整備

2. 伝統的なまちなみの保存と活用

3. 道路網の整備

4. 自然環境の保全と活用

5. 環境保全意識の高揚及び活動

6. 公害の未然防止

7. ごみの分別・減量化・リサイクルの推進

8. 公園・緑地・広場等の整備

9. 防犯対策の推進

10. 消防・防災体制の充実

11. 交通安全対策の推進

12. 公共交通機関（JR・バス等）の充実

13. 情報通信環境（インターネット等）の充実

14. 農商工連携による新たな産業開発

15. 農林業の担い手の育成

16. 伝統産業の近代化

17. 企業誘致の推進

18. 商店街の魅力づくり

重要度満足度重要度満足度

-0.01

0.51

-0.01

0.30

0.17

0.22

0.25

0.09

0.07

0.33

0.30

-0.34

-0.01

0.06

-0.07

0.21

0.01

-0.26

0.66

0.73

0.72

0.80

0.66

0.76

0.83

0.67

0.83

0.72

0.72

0.85

0.64

0.44

0.63

0.32

0.27

0.63

19. 市内の周辺観光施設との連携の推進

20. 新たな観光資源づくり

21. 健康診査・検診・相談等の充実

22. ボランティアによる福祉活動の充実

23. 高齢者福祉施策の推進

24. しょうがい者（児）福祉の充実

25. 高齢者の生きがい対策の推進

26. 子育て支援事業の推進

27. 男女共同参画社会の推進

28. 人権啓発活動の推進

29. 学校教育内容の充実

30. 学校施設環境の充実

31. スポーツ活動の機会の充実

32. スポーツ施設の整備

33. 芸術文化鑑賞の機会の充実

34. 文化財の保護と活用

35. 国際交流。国際化に対応した人材育成

-0.06

0.00

0.12

0.26

0.15

0.05

0.05

-0.01

0.14

0.13

0.17

0.10

0.05

-0.03

0.02

0.16

-0.03

0.46

0.41

0.65

0.68

0.77

0.78

0.68

0.76

0.64

0.56

0.73

0.71

0.59

0.62

0.39

0.62

0.48

中高生アンケート調査結果
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問８　ボランティア活動では、どのような活動に参加したいと思いますか。

問９　あなたは高校を卒業した後も八女地域にいますか。

問 10　問９で「いる」または「いるつもりである」と答えた方に、その理由は何ですか。

問 11　問９で「出ていくつもりである」と答えた方に、その理由は何ですか。

12.8％ 39.4％ 23.6％19.3％

4.9％

■ いる　■ いるつもりである　■ 出ていくつもりである　■ わからない　■ 無回答

イベントなど地域内の住民交流

環境活動の推進や自然環境の保全

防災・防犯活動

高齢者支援、子育て支援、健康づくりなど福祉活動

学校教育、青少年の健全育成活動

地域のスポーツ・文化活動

農林業や商工業、観光推進活動

その他

0.0％ 25.0％ 50.0％

41.2％

1.0％

24.5％

8.4％

18.2％

7.2％

39.5％

9.6％

41.2％

1.0％

24.5％

8.4％

18.2％

7.2％

39.5％

9.6％

0.0％

20.1％

4.7％

10.4％

23.0％

4.3％

28.8％

7.2％

20.1％

4.7％

10.4％

23.0％

4.3％

28.8％

7.2％

10.0％ 20.0％ 30.0％

0.0％

2.9％

2.9％

20.0％ 40.0％ 60.0％

9.4％

6.8％

2.4％

22.1％

50.9％

通勤できる職場がある

家業などを継ぐ

その他の家庭の事情

八女地域を離れたくないから

大都市に魅力を感じないから

なんとなく

その他

進学のため

就業のため

社会勉強のため

都会に出ていきたいから

自立したいから

なんとなく

その他

中高生アンケート調査結果
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まちづくりワークショップ参加者等9
■ 地域別ワークショップ
　　地域別ワークショップでは、黒木・立花・矢部・星野地域のまちづくりで活動される団体から
計66名の方々に参加していただき、現状と課題、市がめざすべきまちづくりについてご意見を
いただきました。

①   星野地域ワークショップ
　　○開催日時   ：   ３月８日　19：00 ～ 21：00　　
　　○場　　所   ：   八女市役所星野支所中会議室
　　○参加者（参加団体）　計11名（順不同）
　　　小野地域振興会／椋谷校区地域づくり振興会／星野地区いきいき振興会／上郷村
　　　財団法人星のふるさと／仁田原地区　山村留学を育てる会／星野村女性グループ連絡会
　　　星野村芸術文化振興会／NPO法人星野村里山ツーリズム協会

 ②   矢部地域ワークショップ
　　○開催日時   ：   ３月９日　19：00 ～ 21：00　　
　　○場　　所   ：   矢部公民館
　　○参加者（参加団体）　計10名（順不同）
　　　第2行政区地域づくり協議会／第3行政区地域づくり協議会／第4行政区地域づくり協議会
　　第5行政区地域づくり協議会／第6行政区地域づくり協議会／（財）秘境杣の里
　　　（株）クリエイトやべ／矢部村愛林クラブ／商工会青年部／農協青年部

③   立花地域ワークショップ
　　○開催日時   ：   ３月10日　19：00 ～ 21：00　　
　　○場　　所   ：   立花市民センター 201会議室
　　○参加者（参加団体）　計20名（順不同）
　　　男ノ子焼の里保存会／DOKOMO田中さんちの歓交農園／ほたる会／夢あいグループ
　　　白木ふるさと観光振興会／夢たちばなレディース／光友おやじの会
　　　草場緑と水とホタルの会／光友地区地域振興会議／北山地区地域振興会議
　　　白木地区地域振興会議／辺春地区地域振興会議

④   黒木地域ワークショップ
　　○開催日時   ：   ３月11日　19：00 ～ 21：00　　
　　○場　　所   ：   黒木総合支所  大会議室
　　○参加者（参加団体）　計25名（順不同）
　　　黒木地区自治運営協議会／豊岡地区自治運営協議会／木屋地区自治運営協議会
　　　夢かさはら地区自治運営協議会／大淵地区自治運営協議会／ＮＰＯ法人ふるさと黒木応援会
　　山村塾／黒木町ボランティア連絡協議会／黒木町ボランティアサークルともしび
　　　まちづくり委員会／一会（いちえ）の会／黒木町男女共同参画地域づくり実行委員会



八女市総合計画121

■ 分野別ワークショップ
　　分野別ワークショップでは、公募及び関連分野の主要団体から計41名の方々に参加していた
だきました。実施にあたっては、参加者が４分科会（都市づくり、産業・経済、医療・福祉、教育・
文化）に分かれ、計３回にわたり、市がめざすべきまちづくりについて協議・検討を行っていた
だきました。

⑴　開催日時・場所
　　第１回　【４月７日　19：00 ～ 21：00 ／ 八女市役所　205会議室他】計37名
　　　（全体会：オリエンテーション）（分科会：まちづくりの重要テーマを探そう）

　　第２回　【４月27日　19：00 ～ 21：00 ／ 八女市役所　205会議室他】計35名
　　　（分科会：まちづくりの課題を解決するアイデアについて）

　　第３回　【５月11日　19：00 ～ 21：00 ／ 八女市役所　205会議室他】計35名
　　　（分科会：これまでの意見のまとめと協働のまちづくりを考えよう）
　　　（全体会：提言内容の発表）

⑵　参加団体等　※順不同
　　○都市づくり分科会　計10名

　　○産業・経済分科会　計９名

　　○医療・福祉分科会　計10名

　　○教育・文化分科会　計12名

八女水の会／めだか塾／八女元気計画／八女地域公共交通協議会／八女市消防団／八女消

防本部／八女商工会議所／公募委員３名

福岡八女農業協同組合／八女森林組合／八女商工会議所／ YTC（八女タウンマネージメン

トコミュニティ）／八女市商工会／八女市観光案内ボランティア／八女ふるさと塾／八女・

本町筋を愛する会／上陽ふるさと市

公立八女総合病院（医療連携）／おひさま／障害児子育てサークル「ぽっかぽか」／障害

者の明日をつくる会／音訳ボランティア ふきのとう／町づくり応援団／福島校区婦人会・

八女市赤十字奉仕団／八女商工会議所／ YTC（八女タウンマネージメントコミュニティ）

／公募委員１名

八女市小・中学校 PTA 連合会／八女市青少年育成市民の会／八女文化連盟／八女・文化創

造ネットワーク会議／八女神太鼓／ＳＯＵＴＨクラブ／女性ネットワークやめ／八女市人

権・同和教育研究協議会／八女商工会議所／ YTC（八女タウンマネージメントコミュニティ）

／公募委員２名

まちづくりワークショップ参加者等
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空き家バンク：空き家などの賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録した情
報を、物件を希望する人へ提供するもの。

アクセス：交通手段、交通の便。情報や物を入手、利用する方法。

アグリバイオ：生物化学・遺伝子組み換え等のバイオテクノロジー技術を活用した農業の生産性を
高める取り組み。

アンビシャス広場：地域の大人たちが見守る子どもたちの居場所。

エコファミリー：毎日の生活で環境にやさしい行動を心がけることを宣言した家族のこと。環境家
計簿等を通じてエコライフの実践を応援するため国が推進している。

ＮＰＯ：〔nonprofit organization〕 非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・
民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。

オフトーク：電話回線の通話に使用していない時間を利用した、地域情報の放送サービス。

カーボンオフセット活動：日常生活や経済活動によって排出される二酸化炭素を、何か別の手段を
用いて相殺しようという考え方。クリーンエネルギーの開発、森林保護、植林といった事業に投資
するなどの方法がある。

回遊：主目的だけで完結せずに、目的外の施設等にも立ち寄ること。

カウンセラー：学校などで、一身上の悩みや問題を持つ人に面接して相談相手になる人。相談員。

核家族：夫婦（とその未婚の子）だけで構成される家族。

行政経営・地域経営：従来の行政運営を「管理」から「経営」に転換し、民間の優れた経営理念や
経営手法を積極的に取り入れながら、住民満足度が向上するよう、住民の視点に立ち、成果を重視
した行政活動を展開すること。

行政評価：行政活動を主に市民に対しどのように成果をあげたのかという視点から客観的に評価
し、その評価結果を行政経営に反映させる仕組み。

協働：複数の主体が共通の目的や課題解決をめざして、役割と責任の分担のもとに協力して取り組
むこと。

クリーンエネルギー：資源の制約が少なく、環境負荷の小さいエネルギーのことで、太陽光発電、
風力発電、木材を活用したバイオマス発電などをさす。

グリーンツーリズム：都市住民が農山漁村に滞在し、地域の自然や文化、人々との交流を楽しむ余
暇活動。

用語解説

あ行

か行

10
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グローバル化：資金やサービス、情報等が、国家や地域などの境界を越えて流通すること。

ケースワーカー：社会生活上の困難や問題を抱える人に、解決を図るための相談や援助を行う専門
家のこと。

景観誘導：良好な景観形成を図るため、景観計画に基づく基準により、建築物や屋外広告物などの
デザイン・色彩・高さ等の誘導をすること。

健康寿命：平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間。

コーホート要因法：コーホートとは、ある年（期間）に生まれた集団のことをいい、コーホート要
因法とは、その集団のある期間の人口変化を観察することで将来人口を推計する方法。

交通弱者：自動車による移動が中心となった現代社会において、高齢者や若年齢層等の公共交通以
外の移動手段を持たない人のこと。

コスト：商品の生産やサービスの提供に必要な費用。原価。値段。

コミュニティ FM放送：通常のFMより出力の小さい、市町村単位の小規模なFMラジオ放送。

コンパクト：小さく、こじんまりしていること。

サイバー犯罪：インターネットなどを介した犯罪のこと。個人情報の不正入手や消費者トラブルが
多発している。

サブプライムローン問題：アメリカの金融機関が、信用力の低い人に貸し出す住宅ローン(サブプ
ライムローン)が不良債権化し、アメリカを中心とした世界的な株価暴落も引き起こすこととなっ
た問題。

自然動態：出生・死亡による人口の増減。

実質公債費比率：一般財源の規模に対する公債費（借金）の割合。18％以上になると市は、地方
債を発行するときに国の許可が必要になり、25％（早期健全化基準）以上になると市単独事業の
ために地方債を発行することができなくなる。

修景誘導：都市計画・道路計画などで、規制などにより自然や都市風景の美しさを損なわないよう
に促すこと。

循環型社会：大量消費、廃棄社会に変わるべき社会として、有限である資源を効率的に利用すると
ともに再生産を行って、持続可能で環境への負荷を低減する社会。

循環型農業：家畜のフンを堆肥に加工し、堆肥で野菜や穀物を育て、野菜屑や穀物を再び家畜の飼
料にするというような、有機資源を循環させながら行う農業のこと。

将来負担比率：市の将来的な負担額の総額が、市本体の1年間の収入と比べどれくらい多いかを示
し、350％（早期健全化基準）を超えると財政再生計画の策定等が必要となる。

森林セラピー：森林の地形や自然を利用した医療、リハビリテーション、カウンセリングなど、森
林環境を総合的に使いながら健康を増進していく取り組み。

さ行
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スーパースクール：子どもたちに対し、スポーツ・文化・芸術等のトップレベルの人々が持つ技芸
を体験・修得できる機会を提供すると共に、高度な専門的能力を有する指導者を育成・確保する事業。

水源涵養：森林が形成する土壌を通じて雨水を浸透、貯留し、河川の流量を平準化させる機能で、国
土保全機能、環境保全機能とともに森林の持つ公益的機能の一つとされる。

生活習慣病：糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が発症原因に深く関与して
いると考えられている疾患の総称。

セキュリティ：安全。また、保安。防犯。

総合型地域スポーツクラブ：種目、年齢や目的、技術レベルの多様性をもち、日常的に拠点となる
施設を中心として、質の高い指導者のもとで個々のニーズに応じた活動を行うスポーツクラブ。

SOHO：Small Office Home Office の略。 最も小規模なオフィスで在宅作業場のようなオフィスを
いう。インターネットなどの進展で、家庭にいてもネットワーク・システムによるビジネスを展開す
ることが可能となったことから生まれた言葉。

地域コミュニティ：地域住民相互が関わりあい、交流が行われている地域社会。

地球温暖化：大気中に含まれる温室効果ガス（二酸化炭素、メタン等）の濃度が高くなることにより、
気温が上昇する現象をさす。人間をはじめとした生態系に深刻な影響が及ぶ恐れがあり地球規模の問
題となっている。

地産地消：地域生産地域消費の略語。地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費すること。

地上デジタル放送：地上の電波塔から送信する地上波テレビ放送をデジタル化したもの。電波の有
効利用やテレビ放送の高画質化・高機能化を推進するため、地上デジタル放送に移行することが国に
よって定められた。

地方分権：国全体の行政機能は、中央政府と地方政府（地方公共団体）が分有するが、地方公共団体
に地方自治の主体として、できるだけ多くの権限を委譲すること。

チャンネル：経路。道筋。ルート。

中間支援組織：行政と地域の間に立って様々な活動を支援する組織のこと。

定住自立圏構想：国の進める政策。地方再生のため、都市と地方が支え合って生活に必要な機能を
維持し、地方圏からの人口流出を防ぐ仕組みづくりをめざすもの。

デフレ：一般的物価水準が継続的に下落し続ける現象。生産の縮小、失業の増加などが生じる。

デマンド交通：これまでの路線バスやタクシーと異なり、利用者が交通業者に電話などで乗車を「要
請」することで利用する交通手段。本市では予約型乗合タクシーの運行を進めている。

電子市役所：「電子的な総合的窓口」を開設し、住民の利便性の向上、行政の簡素効率化・透明性の
向上に資するため、インターネット等のＩＴを活用した行政運営を図ろうとする取り組み。

道州制：都府県よりも広域な単位で行政を行う制度の一つとして、現在様々な議論がなされている。

た行

用語解説
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特別支援教育：障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援す
るという視点に立ち、適切な指導及び必要な支援を行う教育。

都市計画マスタープラン：市町村の都市計画に関する基本的な方針のこと。都市計画法第18条の
２により、市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、
定めるもの。

土地利用型農業：土地を直接的に利用して行う農業（稲作等）をさす。畜舎やハウス等の施設で行
われる施設型農業と比較して用いられる。

ドメスティック・バイオレンス：夫やパートナーから女性に向けられる暴力のこと。

ニーズ：必要とされるもの、要求。

認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲のある農業者が経営改善計画を作成し、市町
村に計画認定を受けた農業者のこと。

ノーマライゼーション：高齢者や若者も、しょうがいのある人もない人も、すべて人間として普通
（ノーマル）の生活を送るため、共に暮らし、共に生きぬくような社会こそ、正常であるという考え方。

農業生産法人：農業を行うことを目的とする法人で、農地等の権利取得を認められる法人。

パークアンドライド：自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き、車を駐車させた後、
バスや鉄道等の公共交通機関を利用して目的地まで向かうシステム。

バイオマス：バイオマスとは動植物から生まれた再生可能な有機性資源をさす。ここでは木質ペレッ
ト、チップ等をエネルギーや化学・工業原料として利用するものを示す。

ハザードマップ：自然災害による被害を予測し、その被害範囲や避難場所等を地図化したもの。

パブリックコメント制度：行政が政策や計画等を立案するにあたり、住民意見を募集し、政策決定
に反映させる機会を持たせる制度。

バンブーバレー構想：八女市の実施する林業振興策のひとつで、産学官連携の強化を図り、竹に関
する技術、人材、情報を集約した拠点の構築をめざすもの。

ビジネスモデル：事業の仕組みや方法。

ファミリー・サポート・センター：子どもの預かり等、子育ての援助を受けたい人（依頼人）と行
いたい人（支援人）が会員となり、相互に助け合う会員組織。

プライバシー：個人や家庭内の私事・私生活。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。

ブランド化：品質やイメージ等の独自性を打ち出し、他との差別化や知名度の向上を図ること。

ブロードバンド：光通信をはじめとする、高速・大容量のデータ通信が実現するネットワーク。

な行

は行
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ホームステイ：留学生などが、その国の一般家庭に寄宿し、生活体験をする制度。

町家ステイ：宿泊施設として改修した町家に泊まること。

メディアリテラシー：コンピューターや先端的な情報通信機器を使いこなせる能力。

八女文化的景観：人々の暮らしにより支えられてきた地域固有の景観資源で構成され、八女らしさ
を語る上で欠くことのできない景観。

Uターン・Iターン・Jターン：進学や就職によって一旦転出した出身者等が、出身地に帰って定住す
るUターン、都市部から地方に移住するIターン、出身地に近い中核都市に定住するJターンの総称。

ユビキタスネットワーク社会：いつでも、どこでも、何でも、誰でもつながる、コンピューター・ネッ
トワーク社会。

ライフスタイル：生活様式。

ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階。

リサイクル：廃品や資源の再利用、再生。

ローリング：長期の事業計画の実施過程において、計画と実績を毎年チェックし、計画的な目標達
成を図ること。

６次産業化：１次産業（農林水産業）において、生産だけでなく加工・販売・交流産業や他分野との連携・
提携によって経営の複合化・多角化を図り、経営を持続的に発展させていく取り組み。産業間連携の
在り方を示すものとして、１次産業×２次産業×３次産業との考え方もある。

ま行

や行

ら行

用語解説
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